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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】導線の確実な接触がもたらされるように、具体
的には絶縁穴あき接点がある撚り合わされた導線の確実
な接触をもたらすケーブル、さらにまた、本発明に基づ
くケーブルを接触させる目的のための接続装置とともに
、ケーブルの製造のための方法を提供する。
【解決手段】このケーブルＣは、光伝送用合成プラスチ
ック材料からなるシース層の中に複数本の絶縁導線を配
置することによって形成されており、これらの絶縁導線
の２本以上は長手軸の周りにらせん状に撚り合わされ、
これらの撚り合わされた絶縁導線の隣接部分が参照平面
に対して直交状に重ねられる箇所を決定するために、い
ずれかのケーブルが光学的に走査され、しるしは隣接す
る導線部分から横方向に間隔を置いた箇所でケーブルシ
ース１の上に形成され、撚り合わせ導線のうち選択され
た１本が絶縁穴あき接点によって係合することができる
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）複数本の電気導線（２）と、
　（ｂ）前記導線のそれぞれを収容し、それによって、複数本の絶縁導線を画成する、絶
縁材料から作られた複数の層（３）と、
　（ｃ）前記絶縁導線を収容しているケーブルシース層（１）であって、前記ケーブルシ
ース層が光伝送用合成プラスチック材料から形成されているケーブルシース層と、
　（ｄ）前記導線のうちの選択された１本との電気的係合をもたらすために、前記ケーブ
ルシース層と前記絶縁層の１つとを絶縁穴あき接点（８）によって離すことができる前記
ケーブルシース層の反対箇所（９）の上に配置された複数の目に付くしるし（１１）と、
　を備える電気ケーブル（Ｃ）。
【請求項２】
　前記導線のうちの一対（２ｍ、２ｎ）が、前記ケーブルシース層の内部でらせん状に互
いに撚り合わされ、それによって、前記撚り合わされた絶縁導線の上に、他の絶縁導線に
対して特徴的な複数の絶縁穴あき箇所（９、１０）を画成する、請求項１に記載の電気ケ
ーブル。
【請求項３】
　前記絶縁導線が、２つのグループに分けられ、そのうちの一方が前記らせん状に互いに
撚り合わされた導線を含み、前記２つのグループの絶縁導線が、前記ケーブルシース層の
中間ストリップ部分（６）によって連結されており、前記目に付くしるしが、前記ケーブ
ルシース層の中間ストリップ部分によって付けられる、請求項２に記載の電気ケーブル。
【請求項４】
　前記しるしが、前記中間ストリップ部分の中に構成された貫通穴（１１）からなってい
る、請求項２に記載の電気ケーブル。
【請求項５】
　１つのしるしが、前記２本の撚り合わされた絶縁導線におけるそれぞれの長手３６０度
らせん状回転のために設けられている、請求項２に記載の電気ケーブル。
【請求項６】
　前記２本の撚り合わされた絶縁導線に対して長手参照平面を画成する手段をさらに含ん
でおり、前記絶縁穴あき箇所（９、１０）が、前記撚り合わされた絶縁導線の隣接部分が
前記参照平面に対して直交状に重ねられた箇所によって画成されている、請求項５に記載
の電気ケーブル。
【請求項７】
　前記ケーブルＣが、平坦であり、前記絶縁導線のすべてが、前記参照平面を画成する平
面の中に含まれている、請求項６に記載の電気ケーブル。
【請求項８】
　前記ケーブルが、楕円状断面構造体を有し、前記ケーブルが、前記参照平面を画成する
一体状外向きウェブ部分を含んでいる、請求項７に記載の電気ケーブル。
【請求項９】
　前記ケーブルが、円形断面構造体を有し、前記ケーブルシース層が、前記参照平面を画
成する一体状半径方向外向きウェブ部分を有する、請求項６に記載の電気ケーブル。
【請求項１０】
　前記しるしが、同一のケーブルが一方の撚り合わされたケーブルを覆って重ねられた位
置である反対側箇所に設けられている、請求項５に記載の電気ケーブル。
【請求項１１】
　電気ケーブル（Ｃ）を製造する方法であって、
　（ａ）複数本の平行な絶縁導線（２）を設けるステップと、
　（ｂ）前記絶縁導線を光伝送用合成プラスチック材料からなるケーブルシース層（１）
の中に所定の長手参照平面を画成するような方式で埋め込むステップと、
　（ｃ）前記ケーブルを前記参照平面に対して垂直である方向に照射するステップと、
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　（ｄ）前記絶縁導線の選択された１本の長手間隔配置部分を感知するステップと、
　（ｅ）前記ケーブルシース層に、前記長手間隔配置部分から横方向に間隔が置かれた箇
所で目に付くしるし（１１）を付け、それによって、前記選択された導線との接点の電気
的係合をもたらすために、前記ケーブルシース層と前記選択された導線の前記導線絶縁層
とを絶縁穴あき接点（８）によって離すことができるステップと
　を備える方法。
【請求項１２】
　電気ケーブル（Ｃ）を製造する方法であって、
　（ａ）そのうちの２本（２ｍ、２ｎ）が長手軸の周りにらせん状に撚り合わされた複数
本の平行な絶縁導線（２）を設けるステップと、
　（ｂ）前記絶縁導線を光伝送用合成プラスチック材料からなるケーブルシース層（１）
の中に所定の長手参照平面を画成するような方式で埋め込むステップと、
　（ｃ）前記ケーブルを前記参照平面に対して垂直である方向に照射するステップと、
　（ｄ）前記撚り合わされた絶縁導線の１本の部分が前記参照平面に対して他の絶縁導線
を覆って直接重ねられている位置を感知するステップと、
　（ｅ）前記ケーブルに前記長手間隔配置部分から横方向に間隔が置かれた箇所でしるし
（１１）を付け、それによって、選択された導線との接点の電気的係合をもたらすために
、前記導電性シース層と前記絶縁層の１つとを絶縁穴あき接点（８）によって離すことが
できるステップと
　を備える方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　[0002]電気ケーブルであって、光伝送用ケーブルシースを含み、その中に複数本の絶縁
導線が埋め込まれていてそのうちの少なくとも２本がらせん状に撚り合わされており、こ
のケーブルに、撚り合わされている導線のうち選択された１本を絶縁穴あき接点によって
人が電気的に係合させることのできる箇所を表示する目に付くしるしが設けられている電
気ケーブル、およびこのようなケーブルを製造する方法に関する。
【関連技術の説明】
【０００２】
　[0003]電気ケーブル、とりわけ、平行なかつ／または互いに撚り合わされた導線（後者
はいわゆる「撚り合わせ対技術」による）の備わったフラットストリップケーブルがそれ
自体、知られている。次のものは、最先端のものに関するさらに別の引用文献である。独
国特許第３８９０４７０Ｃ２号および米国特許第６，２７０，５９８号、５，６０６，１
５１号並びに６，４７６，３２９号。
【０００３】
　[0004]これらのケーブルに関係がある特有の問題は、この目的のために適している正確
な箇所での、互いに撚り合わされた導線に接触しなければならない絶縁貫通接点による、
互いに撚り合わされた導線の接触の間に起きる。これらは例えば、導線がケーブル平面に
おいて互いに存在する場所かあるいは互いの上方におけるケーブル平面に対して直交状に
存在する場所に、隣接して置くことができる。同様に、平行な側面は、それらが常に確実
に保持されるとは限らないように、互いに対してはっきりした方式で常に配置されるとは
限らない。
【０００４】
　[0005]この問題を解決するために、米国特許第６，４７６，３２９号では、所定の長手
範囲にわたって導線の撚り合わせを省略することと、人がこの区域で絶縁貫通接点によっ
て導線に接触することができることとが提案された。しかし、そのようにすると、ケーブ
ルの製造はいっそう高価になる。加えて、所定区域にわたる撚り合わせの省略によれば、
そのケーブルでの信号伝送に関する有利な効果はない。従って、連続状に撚り合わされた
導線の備わったケーブルを作り出すことが望ましい。
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【０００５】
　[0006]Ｙａｍａｍｏｔｏに付与された米国特許第６，４１２，２６５号には、ケーブル
シースに打ち抜き穴の構成された絶縁貫通ケーブルが開示されている。しかし、これらの
打ち抜き穴は、ケーブルシースにわたって規則的に分布しており、当該打ち抜き穴をしる
しとして使用することができるように、あるいは当該打ち抜き穴がそのようなしるしを意
味するようには形成されていないが、その理由は、撚り合わされた導線が適切な場所で接
触するような方式で当該打ち抜き穴が絶縁貫通接点の位置合わせをすることができないか
らである。このことは、長手ケーブル方向への撚り合わせが必ずしも一定のものではない
ためにしるしが正確な格子に完全に配置されることがなく、どちらかというと、導線に接
触するための最適な箇所がそれぞれの場合に決定されるか、あるいは決定されたのが好ま
しいことから、よりいっそう当てはまる。
【０００６】
　[0007]本発明は、この問題を正すために、そして、導線の確実な接触がもたらされるよ
うに、またとりわけ、もし存在すれば、絶縁貫通接点、具体的には絶縁穴あき接点がある
撚り合わされた導線の確実な接触ももたらされるように、典型的なケーブルを開発するた
めに、開発された。さらにまた、本発明に基づくケーブルを接触させる目的のための接続
装置とともに、ケーブルの製造のための方法が提供される。
【発明の概要】
【０００７】
　[0008]したがって、本発明の主要な目的は、複数本の絶縁導線が埋め込まれていてその
うちの少なくとも２本がらせん状に撚り合わされている、光伝送用合成プラスチック材料
から形成されたケーブルシースが含まれている電気ケーブルであって、撚り合わされてい
る導線のうち特定の１本を絶縁穴あき接点によって人が電気的に係合させることのできる
箇所を表示する目に付くしるしが設けられている電気ケーブルを提供することである。
【０００８】
　[0009]本発明の別の目的は、光伝送用合成プラスチックからなるシース層の中に配置さ
れた複数本の絶縁導線を有しおり、その絶縁導線の２本以上が長手軸に関してらせん状に
撚り合わされているケーブルを製造する方法であって、撚り合わされた絶縁導線の隣接部
分が参照面に対して直交状に重ねられる箇所を決定するためにケーブルが光学的に走査さ
れ、その結果、隣接導線部分から横方向に間隔が置かれた箇所でケーブルシース層の上に
しるしが形成され、それによって、撚り合わされた導線のうち特定の１本が絶縁穴あき接
点によって係合されるケーブルの製造方法を提供することである。
【０００９】
　[0010]これらのしるしによれば、絶縁貫通接点を、あるいは少なくとも１つの絶縁貫通
接点の備わった積層状接続装置を簡単な方法で正しい場所にセットすることが可能できる
。しかし、それらを固定された格子の内部にセットすることはできない。本発明は、この
ことを次のような方法で解決する。ケーブルシースは透明の、具体的には半透明の材料か
ら構成されている。その寸法は、無論、それ自体知られている。しかし、認識されていな
くて、ケーブルの上にしるしを自動的に付けるためにこの寸法を利用することが特に簡単
であるという事実によって有利であった１つの事柄がある。半透明という概念によれば、
例えば、導線があらかじめ決定されたように互いに正確に配置されたケーブルの上におけ
る特に適したケースに人が接触することを可能にするために、他の性質、例えばケーブル
の導線の平行度を吟味することも、簡単な方法でさらに可能になる。
【００１０】
　[0011]具体的には、互いにとりわけ連続状に撚り合わされた導線が撚り合わせ区域にお
いてＩＤＣ接点と接触することができる箇所に、しるしを付けることができる。さらにま
た、ＩＤＣ接点のための最適な箇所もまた、決定されるとともに、ケーブルの上において
平行な導線だけにしるしが付けられる。言い換えれば、しるしは、先に知られた、穴あき
接点と接触する箇所に関して例えば一定の間隔がある箇所に、認められる。
【００１１】
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　[0012]ケーブルシースは、光源の結果として半透明になることのできる材料から構成さ
れているのが好ましい。しるしがケーブルシースの中において容易に位置決めされた貫通
穴あるいは含浸部として作られていると、実用的である。このような発明の変形例は、ケ
ーブルのしるしに位置合わせされる装置がある、ケーブルの撚り合わされた導線を互いに
接触させるための接続装置によって、有利に補足される。これには、例えば、しるしを構
成する貫通穴あるいは外方構成体に係合する目的のための突出部が最も簡単な方法で含ま
れる。
【００１２】
　[0013]しるしは、接触される箇所に隣接する側面（すなわち、Ｘ長手方向に対して直角
である）へ直接付けられるのが好ましい。しかしながら、しるしは、接続装置の設計にお
いてそれに応じて考慮されるときには、ケーブルの長手方向においていくらかずらせて位
置付けることもできる。重要なことは、絶縁貫通接点が撚り合わされた導線に接触する目
的のために正確に位置合わせされるように突出部がしるしに係合することである。
【００１３】
　[0014]いくつかの撚り合わせ導線対が設けられているときには、人はそれに応じて、そ
れぞれの撚り合わせ導線対のためのいくつかの、例えば異なったしるしを設けることもで
きる。
【００１４】
　[0015]さて、人は、それぞれの完全ならせん状ループ（３６０度にわたって撚り合わさ
れている）について、長手方向においてそれぞれ１つのしるしを設けることができる。し
るしは、互いに撚り合わされた導線が絶縁貫通接点によって接触されるケーブルにおける
箇所に隣接するケーブルの長手方向に構成されているのが好ましい。一般に、これらは、
絶縁貫通接点の動きの方向における互いに撚り合わされた導線が互いに面一である区域で
ある。
【００１５】
　[0016]本発明によれば、以下のことを含んでいるケーブルの製造方法もまたもたらされ
る。前もって製造されたケーブル－少なくとも一対の平行な導線および／または互いに撚
り合わされた導線が備わっているのが好ましい－から、人は平行な導線をできる限り配置
するか、－すなわち、それらがあるときには－互いに撚り合わされた導線が絶縁貫通接点
に接触することができ、それによって、ケーブルあるいはケーブルシースに、好ましくは
これらの箇所にあるいはこれらの箇所の区域に、しるしが設けられる。ところで、この目
的のために、前もって製造されたケーブルは、このケーブルに対して動くことのできる光
源によって横方向から照射され、それによって、ケーブルシースの他方側部における同様
の比較的動きやすいセンサーと相まって、人は、平行なあるいは撚り合わされた導線が絶
縁貫通接点によって接触することのできる箇所を決定することができ、それによって、こ
のケーブルあるいはそのシースに、特定の絶縁貫通接点あるいは対応する接触用接続装置
を位置合わせすることができるしるしを設けることができる。この方法は、実施すること
が容易であり、また、自動化方式で実行することができる。最新技術では、例えば、接触
のために適しているであろうケーブルシースの中の撚り合わされた導線における点を指定
するためにケーブルの上にしるしを付けることのできる方法は、ケーブルの上にそのよう
なしるしをそのように付けるという考えがあったにもかかわらず、知られていなかった。
しかしながら、この概念は、ケーブルシースの中における適切な場所の間隔が原則として
、人が一定の格子パターンでしるしを簡単に付けることができるようには一定でないため
に、自動化処理の形態で表現することはできなかった。この問題はここで、本発明によっ
て解決することができる。
【発明の詳細な説明】
【００１６】
　[0017]本発明の他の目的および利点は、添付図面を参照する観点における以下の明細書
の検討から明らかになる。
【００１７】
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　[0018]より具体的には、まず図１によると、ケーブルＣにはケーブルシース１が含まれ
ているが、これには複数本の導線２が収容されており、これらには外側絶縁層３がそれぞ
れ設けられている。このケーブルは、１４本の導線２ａ～２ｎが備わったフラットストリ
ップケーブルの形態に作られている。この数は、単なる一例として理解すべきであり、ま
た、本発明の状況の内部で変更することができる。ケーブルの導線２の直径は、互いに等
しいものであってもよく、あるいはまた相異なるものであってもよい。
【００１８】
　[0019]ここで、導線２ａ～２ｎは、２ａ～２ｇの７本の導線と２ｈ～２ｎの７本の導線
との２つのグループ４、５にグループ分けされていて、それによって、これら２つのグル
ープの間には、グループ４、５の内部における導線２の距離を超える間隔があり、この間
隔はケーブルシースストリップ６によって埋められている。第１グループの導線２ａ～２
ｇのうち４本は互いに平行に置かれている。第２グループの導線２では、５本の導線２ｈ
～２ｌは互いに平行に置かれている。導線２ｋおよび２ｍは導線２ａ～２ｊよりも大きい
直径を有する。さらにまた、少なくとも２本の導線－導線２ｍ、２ｎ－は互いに撚り合わ
されており（撚り合わせ対）、それによって、この撚り合わせユニット７がこれまた全体
として、他の導線に対して平行に配置されている。
【００１９】
　[0020]第一に基本的なことは、このケーブルの少なくとも２本の導線２が互いに撚り合
わされていることを確認することである。代案として、人は、好ましくは互いのすぐ隣の
１つの平面（ここでは図示略）に、いくつかの撚り合わせ導線対をケーブル内に配置する
こともできる。さらにまた、３本以上の導線を互いに撚り合わせることも考えられる。
【００２０】
　[0021]このケーブルはここでは、特定の好ましいフラットストリップケーブル形状をし
ている。代わりの形状、例えば、楕円断面構成体（図８）の備わっているとりわけほぼ平
坦なケーブルＣ’が考えられる。円形ケーブルＣ’’（図９）が使用されるときには、外
側シース１の上に半径方向に外方へ延び、それによって、ケーブルに対する参照平面をも
たらす一体状ウェブ部分１ａのような極性化手段を設けることが推奨される。それぞれの
場合において、ケーブルシース１は、いくつかが例えば図４～７に示された透明材料ある
いは半透明材料から構成されている。
【００２１】
　[0022]図１におけるケーブルＣは、絶縁貫通接点（ＩＤＣ接点）８（図３、図７）によ
って、導線２ａ～２ｌにだけでなく互いに撚り合わされた導線２ｍ、２ｎにも接触するこ
とのできる最終仕上げ工程を受ける。ここで、人は第一に、互いに撚り合わされた導線２
ｍ、２ｎが絶縁貫通接点に接触することができる箇所を決定する。原則として、それは、
絶縁貫通接点の動きの方向に対して配置され、かつ、互いに当接するかあるいは互いに隣
接して配置された箇所９あるいは１０であろう。望ましい箇所で、ケーブルシース１には
その後、一回、好ましくはそれぞれのらせん状区域に、しるし１１が設けられる。
【００２２】
　[0023]ここで、互いに撚り合わされた導線２ｍ、２ｎをそれらがケーブルの参照平面に
対して互いに直角に上方に位置するそれらの箇所で接触させるのが望ましい。これらは、
導線２ｍ、２ｎがＩＤＣ接点８の動きの方向に互いに当接する箇所９である。その後、ど
ちらかが後に接触する箇所９に、それぞれの場合に少なくとも１つのしるし１１が設けら
れる。
【００２３】
　[0024]しるし１１は、好ましい代表的な実施形態において容易に認識され、中間ケーブ
ルシースストリップ６に貫通穴としてはっきりと形成される（図２）。しかしながら、ケ
ーブルシースの上に他の何らかの種類のしるしを付けることも基本的に考えられる。重要
なことは、しるし１１がらせん状構成体と互いに撚り合わされた導線２ｍ、２ｎの位置合
わせとに対して固定関係になければならないということである。ここで、人は、絶縁貫通
接点に接触する箇所に、あるいは図７において特に明確に見ることのできる後者のＸ長手
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方向におけるケーブルの区域箇所に接触する箇所に、しるしを付ける。ここで、しるし１
１はケーブルシースストリップ６における反対側の接触箇所９に横方向から付けられる。
【００２４】
　[0025]しるし付けは、ケーブルの横側照射のための装置によって自動的に行われるのが
好ましく、それによって、ケーブルは、例えばケーブルに対して動くことのできる光源で
一方側部から横方向に照射される。同様に比較的動くことのできるセンサーの支援で、人
は、ケーブルの他方側部において導線２ｍ、２ｎが直接互いの上方にある時を決定する。
センサーに入る光は２本の撚り合わせ導線が互いの上方に位置するかあるいは互いに隣接
するかに左右されるので、このことは可能である。しるしは光の最大入射量が決定された
ときに付けられる。
【００２５】
　[0026]接触は、好ましくは製造可能であるハウジング１２、１３とＩＤＣ接点８（好ま
しくは穴あき接点）とが備わっていて蓋へ取り付けることのできる接続装置によって行わ
れるのが好ましい。ハウジング１２、１３はしるし１１の１つの上に位置合わせされる。
例えば、ハウジング１２の下方部には、しるし１１が形成されて接続装置８の正確な位置
合わせがケーブルの接触の間に言わば「自動的に」保証される貫通穴に係合するように位
置合わせされる突出部１４が備わっていることが考えられる（図７）。そして、突出部１
４が貫通穴１１の内部に嵌まると（図４ｂ）、絶縁穴あき接点８ａは導線２ｍに係合する
。しるし１１どうしの間における別の長手間隔配置箇所では、導線２ｎは導線穴あき接点
による係合のために最上部に配置される。
【００２６】
　[0027]特許法の規定によって本発明の好ましい形態と実施形態とが図示されるとともに
説明されたが、上記の発明から逸脱することなく変更を行うことができるということは当
業者には明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】初期のしるしなし状態にある本発明のケーブルの斜視図である。
【図２】しるしが設けられたときの図１のケーブルにおける対応図であって、絶縁穴あき
接点のための貫通箇所を図示している。
【図３】絶縁穴あけ手段によるケーブルの穴あけの方法を図示している対応斜視図である
。
【図４ａ】図３の線４ａ－４ａに沿った断面図である。
【図４ｂ】図４ａの円形部分の拡大図である。
【図５】図１のケーブルの平面図である。
【図６】図２のケーブルの平面図である。
【図７】図３のケーブルの平面図である。
【図８】本発明のケーブルの変形例における断面図である。
【図９】本発明のケーブルの変形例における断面図である。
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